
 

花王株式会社の社外役員の独立性に関する基準の導入 

 

花王株式会社（当社）は、当社における社外取締役及び社外監査役を独立役

員として認定する独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の

同意のもと、当社取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に

関する基準」を制定しております。 



 

花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準 

（２０１０年２月２５日制定） 

（２０１２年７月１日改訂） 

（２０２１年６月９日改訂） 

1 当社取締役会が、当社における社外取締役 １又は社外監査役 ２（以下、併せ

て「社外役員」という。）が独立性を有すると認定するには、当該社外役員

が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の

存在でなければならない（以下、独立性を有すると認定する社外役員を「独

立役員」という。）。 

（イ）現在または過去１０年間における当社及び当社の関係会社（以下、

併せて「当社グループ」という。）の業務執行者 3 

（ロ）当社グループを主要な取引先とする者 4又はその業務執行者 

（ハ）当社グループの主要な取引先 5又はその業務執行者 

（ニ）当社の大株主（総議決権の１０％以上の議決権を直接又は間接的に

保有している者）又はその業務執行者 

（ホ）当社グループが大口出資者（総議決権の１０％以上の議決権を直接

又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者 

（へ）当社グループから多額の寄付を受けている者 6又はその業務執行者 

（ト）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得てい

るコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専

門家 7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、

当該団体に所属する者をいう。） 

（チ）当社の法定監査を行う監査法人に所属する者 

（リ） 当社グループの業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社にお

いて社外役員に就いている又は就いていた場合における当該他の会

社の業務執行者 

（ヌ）過去３年間において、上記（ロ）から（リ）までに該当していた者 

（ル）下記に掲げる者の近親者等 8 

ａ．上記（ロ）から（リ）までに掲げる者（但し、（ロ）から（へ）ま



 

での「業務執行者」においては重要な業務執行者 9、（ト）の「団体

に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法

人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、

弁護士等の専門的な資格を有する者、（チ）の「監査法人に所属す

る者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資

格を有する者、並びに（リ）の「当該他の会社の業務執行者」にお

いては当該他の会社の重要な業務執行者に限る。） 

ｂ．当社グループの重要な業務執行者 

ｃ．過去３年間において、上記ｂに該当していた者 

２ 前条に定める要件のほか、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果

たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。 

３ 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準

に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するも

のとする。 

以 上 

                                                   
１ 社外取締役とは、会社法第２条第１５号に定める社外取締役をいう。 
「社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役
（株式会社の会社法第３６３条第１項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行した
その他の取締役をいう。以下同じ。）若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の
使用人となったことがないものをいう。」 

２ 社外監査役とは、会社法第２条第１６号に定める社外監査役をいう。 
「社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、
会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。」 

3 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員、業務
を執行する社員、理事（外部理事（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１３条第 1
項第２号ロ（同法第１９８条において準用する場合を含む。）に定める外部理事をいう。以下同
じ。）を除く。）、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。 

4 当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 
①当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属
する連結グループに属する者をいう。以下同じ。）であって、直前事業年度における当社グル
ープへの当該取引先グループの取引額が１億円又は当該取引先グループの連結売上高若し
くは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える者 

②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社
グループの当該取引先グループへの全負債額が１億円又は当該取引先グループの連結資
産合計の２％のいずれか高い方の額を超える者 

5 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 
①当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度に



 

                                                                                                                                                     
おける当社グループの当該取引先グループへの取引額が１億円又は当社グループの連結売
上高の２％のいずれか高い方の額を超える者 

②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における
当社グループへの当該取引先グループの全負債額が１億円又は当社グループの連結資産
合計の２％のいずれか高い方の額を超える者 

③当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループ
に属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グル
ープからの全借入額が当社グループの連結資産合計の２％を超える者 

6 当社グループから多額の寄付を受けている者とは、当社グループから、直前事業年度において 
５００万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付
を受けている者をいう。ただし、個人の場合には、当社グループから、直前事業年度において５０
０万円を超える寄付を受けている者をいう。 

7 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前
事業年度において５００万円を超える財産を得ている者をいう。ただし、当該財産を得ている者が
法人、組合等の団体である場合には、当社グループから、直前事業年度において５００万円又は
その団体の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える財産を得ている者
をいう。 

8近親者等とは、２親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。  

9 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員、
業務を執行する社員、理事（外部理事を除く。）及び部門責任者等の重要な業務を執行する者
をいう。  

注）上記「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替えるものとす
る。 

 


